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さくら市農業委員会総会議事録（平成２９年１１月定例総会） 

 

１．開催日時 平成２９年１１月２４日（金）午後２時００分から午後４時２０分 

 

２．開催場所 さくら市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 会長 ９番  中山  

 会長職務代理者 １５番  齋藤 敏一 

 委員 １番  千野根友治  

               2番    齋藤 克之 

  ３番  関  誠 

  ５番  七久保 勉 

  ６番  石原 功江 

  ７番  小林 義和 

  ８番   重男 

  １０番  小菅 和彦 

  １１番  見目 桂一 

  １２番  大塚 明美 

  １３番  小池 利一 

  １４番  石田多美子 

  １６番  古澤 一郎 

             １８番   小林 功 

  １９番   舟本 幸美 

             ２０番   小川 雅之 

               

   

 

４．欠席委員（１人）  

            １７番 小室 規雄 
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５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 議案第 １号  非農地証明願について 

議案第 ２号  農地移動適正化あっせん申し出について 

 議案第 ３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第 ４号  農地法第４条の規定による許可申請について 

     議案第 ５号  農地法第５条の規定による許可処分の取消願について 

     議案第 ６号  農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第 ７号  農用地利用集積計画の決定について 

     議案第 ８号  さくら市農業者年金加入推進員設置要綱の制定について   

     報告第 １号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第 ２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

     報告第 ３号  行政手続法第３６条の３に基づく行政処分の申し出について 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長       鈴木 秀幸 

 係長         和氣 貴子 

 主査         柴山 雅子 

   主事         八板 理 

 

７．会議 

 事務局 鈴木 定刻になりました。出席委員１８名、欠席委員は，１７番小室

規雄委員の１名であり、定足数に達しており総会は成立いたしま

す。まず、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたしま

す。 

 

 会長 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。朝夕寒くなり、作物の管理は大変な季節なりまし

た。ハウス関係は十分な寒さ管理していかなければなりません。

よろしく願いいたします。また、今月１３・１４日新潟県燕市へ

の視察研修には大変ごくろうさまでした。新潟県燕市は、平地な

ため集積率が７０．８％と高く、遊休農地はやはり平地で、山間

地はなく３．２ｈａと遊休農地状況の研修をしてまいりました。

さくら市においては中山間地がありますので、対応は大変だと思

いますが、農地利用最適化推進委員と細目に会議を開催し、集積

率・遊休農地対策していかなければなりません。今月も定例総会

案件がたくさんありますので慎重審議をお願いします。 

ただいまからさくら市農業委員会１１月定例総会を開催いた
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します。 

 事務局 鈴木 それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、

「会長が議長となり、議事を整理する。」とありますので、会長

に議事の進行をお願いいたします。 

 

 議長 中山 

 

それでは、会議に先立ちまして本日午前１０時より書類審査及

び現地調査を行っておりますので、各調査会より報告をお願いい

たします。 

第１調査会の委員長からお願いいたします。 

 

 ２番 

 

齋藤 本日午前１０時より１名欠席のもと書類審査及び現地調査を

行いました。案件としましては議案第４号１件、議案第６号４件、

の合計５件であります。詳細につきましては、後ほど担当委員よ

り説明がございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 中山 次に第２調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １８番 小林 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を

行いました。案件としては議案第１号が２件、議案第３号が２件、

議案第４号が１件、議案第５号が１件、議案第６号が９件の合計

１５件であります。詳細につきましては後ほど担当委員より説明

がございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 中山 次に第３調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １３番 小池 本日は午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査

を行いました。案件としては議案第３号が１件、議案第６号が１

件の合計２件であります。詳細につきましては後ほど担当委員よ

り説明がございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 中山 次に第４調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １４番 石田 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を

行いました。案件としては議案第４号が１件、議案第６号が２件

の合計３件であります。詳細につきましては後ほど担当委員より

説明がございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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 議長 

 

中山 それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。 

１３番の小池利一委員、１４番石田多美子委員を指名いたしま

す。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供します。番号

１番について事務局の説明を求めます。 

 

 事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 ３番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

中山 

 

関 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

議案第１号番号１番について、朗読して説明する。 

なお、非農地証明交付要領の「人為的な転用行為が行われてか

ら２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと認

められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を交

付することは問題ないと考えます。 

 

 担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 ただいまの内容については事務局の説明どおりです。午前中、

申請場所を確認しましたが問題ないと考えます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

   

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第１号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第１号番号２番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第１号番号２番について、朗読して説明する。 

なお、非農地証明交付要領の「その土地が森林の様相を呈して

いるなど農地への復元するための物理的な条件整備が著しく困

難な場合」に該当すると思われますので、非農地証明書を交付す
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議長 

 

１８番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

１３番 

 

議長 

 

 

 

 

中山 

 

小林 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

小池 

 

中山 

 

 

ることは問題ないと考えます。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図１－2をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

ただいまの事務局の説明どおりです。午前中現地調査をしまし

たが問題ないと考えます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第１号番号２番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号２番は、原案どおり承認さ

れました。 

次に、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出について」

番号１番について、事務局の説明を求めます。 

  

 議案第２号番号１番について朗読して説明する。 

 この土地について、栃木県農業振興公社へ売渡しの申請があり

ました。今後、栃木県農業振興公社に一旦所有権が移りますが、

その後、栃木県農業振興公社より農業委員会に対して買い手のあ

っせん依頼がありますので、２名のあっせん委員の選出をお諮り

します。 

 

 あっせん委員の選出ですので、第３調査会の委員長より指名願

います。 

 

 １番千野根友治委員、５番七久保勉委員を指名いたします。 

 

 それでは議案第２号番号１番のあっせん委員は、１番千野根友

治委員、５番七久保勉委員を指名します。 

 続きまして、議案第２号番号２番について事務局の説明を求め
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事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

１３番 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

３番 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

中山 

 

 

小池 

 

中山 

 

 

 

 

八板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

関 

 

 

 

中山 

 

 

 

ます。 

   

 議案第２号番号２番を朗読して説明する。 

 この土地について、栃木県農業振興公社へ売渡の申請がありま

した。同じく２名のあっせん委員の選出をお諮りします。 

 

  

 あっせん委員の選出ですので、第３調査会委員長より指名願い

ます。 

 

 １番千野根友治委員、５番七久保勉委員を指名いたします。 

 

 それでは議案第２号番号２番のあっせん委員は、１番千野根友

治委員、５番七久保勉委員を指名します。 

 次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」番号１番、事務局の説明を求めます。 

 

 議案第３号番号１番について朗読して説明する。 

 なお、全部効率要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。 

 本案件は、○○○○氏が、農業者年金のうち経営移譲年金を受

給するために行った当初の経営移譲から１０年が経過し、期間満

了により農地の返還を受けるため、当該譲受後継者に使用収益権

を再設定するものです。再設定することにより、後継者から農地

を返還されても農業を再開しない限り経営移譲年金は支給停止

にならず、当該農地の転用・処分の相手方の制約がなくなります。 

 

担当委員の説明願います。 

  

 賃貸人と賃借人は、親子関係です。内容はただいまの事務局の

説明どおりで、農業者年金を受給すために再設定するもので、何

ら問題はないと思います。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 
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 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 議長 

 

 ３番 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

  

 議長 

 

 

 

事務局 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

八板 

 

 

 

 

中山 

 

関 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

八板 

 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第３号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第３号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

 続きまして、議案第３号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

 議案第３号番号２番について、朗読して説明する。 

 なお、全部効率要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。 

  

 担当委員の説明を願います。 

 

 譲渡人と譲受人は近所の関係で、譲受人は専業農家で水稲専門

に経営しております。経営拡大として、申請地は自宅に近いため

一体的に経営効率化が図れます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第３号番号２番について承認される方、挙手を願います。 

 

   【全員挙手】 

 

 全員挙手です。議案第３号番号２番は承認されました。 

 続きまして、議案第３号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第３号番号３番について、朗読して説明する。 

なお、全部効率要件、農地所有適格法人要件、下限面積要件、

地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断しま
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 議長 

 

５番 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

七久保 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

見目 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

譲受人は、大規模経営に取り組んでおり、何ら問題ありません。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第３号番号３番について承認される方、挙手を願います。 

  

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第３号番号３番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第４号番号１番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農振農用地区域内にある農地ですので、農

振農用地と判断しますが、不許可の例外「農業振興地域の整備に

関する法律第８条第４項に規定する農用地利用計画において指

定された用途に供する場合（農地法第４条第６項但し書き）」に

該当し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図４－１をご覧下さい。（申請の場所を説明する。） 

 転用行為の必要性ですが、申請人は、兼業農家で生計をたてて

おります。息子もアパートに妻と２人の子供と暮らしております

が、子供の成長に伴い持ち家が必要となり計画をしましたが、適

当な土地がみつからないため、申請人の家の隣接に建築を承諾し

ました。しかし、建築スペースが狭いため、現在利用している農

業倉庫及び乾燥施設の一部を取り壊さなくてはなくなりました。
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議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

          

  

 

 

事務局 

 

 

 

 議長 

 

１８番 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

中山 

 

小林 

 

現在利用している乾燥施設は、周囲が住宅地となってきており、

騒音やほこりに対して気を遣いながら農作業を行ってきたため、

移築するのにいい機会だと考えた次第です。土地の選定理由は、

申請地は、農道から進入がスムーズに行え、平坦地であること、

造成費も抑制できること、自宅からも近い、そして何より付近に

迷惑がかからない為と考えました。この申請地の隣接者には農業

倉庫及び乾燥施設建設に対する同意を得ております。土地利用計

画は、農業用倉庫兼乾燥施設１棟を建築し、駐車場及び籾殻置き

場を設置します。水道・排水は設けません。雨水は、敷地内を砂

利敷きし、自然浸透します。資金計画につきましては、総事業費

５００万円を自己資金にて賄います。金融機関の残高証明書が添

付されております。周辺農地への被害防除対策は、周囲には農地

が存在せず、三方が道路であるため、被害防除対策の必要はあり

ません。以上のような状況でございます。よろしくご審議のほど

お願いします。 

  

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第４号番号１番について承認する方、挙手を願います。 

 

  【全員挙手】 

  

 全員挙手ですので、議案第４号１番については原案どおり承認

されました。 

 続きまして、議案第４号番号２番について、事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第４号番号２番について、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、区画整理地内ですので第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

  

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図４－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は、上阿久津台地土地区画整理事業地内であり、まだ需
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 議長 

 

  

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 議長 

 

１４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

中山 

 

石田 

要のある共同住宅への入居希望者に対応するためアパート経営

を計画するものです。土地選定理由は、国道４号線にも近く交通

の便もよく、周りも家やアパートが建っており、上下水道完備、

日当たりも良く建設するには最適な場所と判断しました。土地利

用計画は、木造２階建て共同住宅６世帯を計画しております。駐

車場は８台の予定です。資金計画は、総事業費６，８００万円を

銀行融資で賄うこととし、金融機関の融資証明書が添付されてお

ります。周辺農地への被害防除対策は、雨水は雨水浸透枡により

宅地内処理します。アパート敷地はＬ型擁壁、コンクリートブロ

ック３段積、土留擁壁、地先ブロック等で囲み、雨水・土砂等流

しないようします。日照、通風等に被害を及ぼすことはないとも

のと思います。本日現地調査を行いましたが問題ないと判断して

おります。以上のような状況でございます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第４号番号２番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号番号２番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第４号番号３番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第４号番号３番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地ですので第１種農地と判断しますが、不許可 

の例外「農業用施設」であり、申請の内容は許可基準に適合して

いるものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図４－３をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 
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議長 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

 

柴山 

 

中山 

 

石原 

 

 

 

中山 

 

 

 

本申請は、○○○○氏が自己所有地を菌床しいたけ栽培施設拡

張用地として転用する案件でございます。申請者は、菌床しいた

けの簡易空調栽培施設による菌床しいたけの栽培を営む認定農

業者であります。計画によりますと、建築面積１８１．４４㎡の

パイプハウス１棟と建築面積１９４．４㎡のパイプハウス１棟を

建築するものです。取水・排水はありません。雨水は、敷地内自

然浸透する計画です。なお、申請人は農地法を理解しないまま、

許可を得ず転用をしてしまい、始末書が添付されております。以

上のような状況でございます。よろしくご審議お願いいたしま

す。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第４号番号３番について承認される方、挙手を願います 

 

  【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号番号３番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可後の取消に

ついて」を議題に供します。番号１番について、事務局の説明を

求めます。 

 

議案第５号番号１番について朗読して説明する。 

 

担当委員の説明願います。 

 

案内図５－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

ただいま事務局の説明どおりです。よろしくご審議のほどお願

いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 
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中山 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第６号番号１番について、朗読して説明する。 

なお、農地区分は、土地改良事業の施行に係る区域内にある農

地ですので、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「周辺の

地域に居住する者の業務上必要な施設で集落に接続して設置さ

れるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も

とれており、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断し

ます。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

転用行為の必要性ですが、従業員５人で鉄工所を経営してお

り、駐車スペースが不足しており、製品や資材の搬出・搬入時、

大型トラックの出入り時、交通の妨げているため、従業員駐車場

として利用する次第です。土地の選定理由は、当該地は、自己所

有地の隣接地に位置し駐車場として適当地でもあるためです。土

地利用計画は、敷地面積４８９㎡で敷地造成は境界線より１ｍセ

ットバックし、３０㎝程盛土敷砂利し、雨水浸透します。従業員

駐車スペース５台分を確保します。取水・排水はありません。資

金計画は、総事業費２５０万円で、自己資金で賄います。 

周辺農地への被害防除対策は、東側道路、西側、南側畑、北側

自己所有地で周辺農地への影響はないと思われます。また、申請

地の西側の一部ですが、農地法を理解しないまま、許可を得ずし

て転用をしてしまいましたので、始末書が添付されております。 

本日の調査会におきまして申請の内容を確認し現地調査を行

いましたが問題ないと判断しております。以上のような状況でご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号１番について承認される方、挙手願います。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第６号番号２番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、区画整理地内ですので、第３種農地と判断

し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－２をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

本申請は、○○○○株式会社が売買により、建売分譲住宅敷地

として転用する案件であります。○○○○株式会社は、○○○市

に本社を置き、不動産建築業を主に事業とする法人であります。

申請地は、周辺に住宅が多く建ち並び、住宅地に適してお今回４

区画の事業規模の協力が得られため計画に至りました。土地の選

定理由は、区画整理地内で、ＪＲ氏家駅から１．５Ｋｍ、国道２

９３号から０．４Ｋｍであり、近隣には大型店舗があり、建売住

宅需要が見込めるため選定しました。土地利用計画は、建売住宅

４区画、駐車場は、各区画に２台とします。外周は化粧ブロック

積で土留めし、被害を及ぼさないよう致します。給水・生活雑排

水及びし尿処理については、公共上水道・下水道に接続します。

雨水は市道側溝に放流します。資金計画につきましては、総事業

費７，６９１万円全額自己資金で賄います。周辺農地への被害防

除策は、日照・通風には支障ありません。本日現地調査を行いま

したが問題ないと判断しております。以上のような状況ですの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第６号番号２番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号２番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして議案第６号番号３番について、事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第６号番号３番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農地の広がりが約０．５ｈａで農業公共投

資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、住宅

で集落に接続して設置されるものですので、代替性の確認は不要

であり、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－３をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は、周辺が住宅や賃貸アパート等に隣接しており、住環

境も優れており、３棟分譲に適した土地です。土地選定理由は、

申請地は、隣接地との高低差も少なく、周辺への影響もないもの

と思われ選定しました。土地利用計画は、建物住宅３棟、宅地そ

れぞれに車２台分の駐車場を確保します。給水・排水は、市上下

水道に接続します。北側の農地３３㎡は、耕作する予定です。資

金計画は、総事業費４，９５０万円を全額自己資金で賄います。

金融機関の残高証明書が添付されております。周辺農地への被害

防除対策は、東側宅地・西側畑・宅地、南側道路、北側畑で、隣

接土地との高低差が少ないので土砂流出は軽微と思われますが、

転用に際しては十分注意します。以上のような状況であります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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中山 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号３番について承認される方、挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号３番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第６号番号４番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第６号番号４番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、申請地の東側道路（幅員４ｍ）に水管及び

下水管が埋設され、○○○小学校から約２４０ｍ、○○○○歯科

医院から約１９０ｍであることから、第３種農地と判断し、申請

の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－４をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は、東側道路、西側・南側宅地及び道路、北側宅地に囲

まれた土地です。本申請は、有限会社○○○○が、売買により建

売住宅として転用する案件です。土地の選定理由は、申請地は、

住宅地の中にあり、学校、公共施設にも近距離に位置し、生活環

境面でも条件は極めて良好なため選定しました。申請地の面積

は、３９２㎡ですが、隣接地宅地の一部を加え、全体面積６７９．

２８㎡に２棟建築します。給水・排水は公共上下水道に接続しま

す。資金計画は、総事業費２，５００万円は、全額融資で賄いま

す。周辺農地への被害防除対策は、建売住宅であるため特に被害

防除対策の必要性はないと思われますが、転用に際しましては十

分注意いたします。以上のような状況でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 
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 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第６号番号４番について承認される方、挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号４番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号５番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第６号番号５番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、区画整理地内ですので、第３種農地と判断

しますが、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－５をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

転用行為の必要性と土地の選定理由は、当該地に隣接が約２２

年前に建築しましたが、石塀の傘を越境し、工事してしまいその

部分を分筆登記し今回申請する次第です。土地利用計画は、事業

面積４９０．４１㎡境界として石塀（Ｈ＝１．６５ｍ）を設置し

ます。資金計画につきましては、新たに費用は発生しませんが、

始末書が添付されております。周辺農地への被害防除対策は、敷

地は、幅員０．０２ｍ、延長１６．８９ｍ、面積０．３３㎡のた

め雨水、土砂等の流出の恐れありません。本日調査したところ問

題ないと判断しております。以上のような状況でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第６号番号５番について承認される方、挙手を願います。 
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中山 

 

 

 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号５番は、原案どおり承認さ

れました。 

暫時休憩します。（１５時００分から１５時１０分） 

 

再会します。議案第６号番号６番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第６号番号６番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農振農用地区域内にある農地ですので農振

農用地と判断しますが、不許可の例外「農業振興地域の整備に関

する法律第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定

された用途に供する場合（農地法第４条第６項但し書き）」に該

当し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

転用行為の必要性と土地の選定理由は、申請人は、農業経営を

拡大しており、担い手不足から、耕作依頼が増え、効率的に耕作

を行うため、農業用機械、農業用資材等を置くための農業用敷地

が必要であるためです。土地の選定経過は、農業用機械の維持、

管理面において、自宅敷地に隣接していることが必要であるた

め、申請地が適地と判断しました。周辺農地への被害防除対策は、

申請地に接する他の農地は無く、周辺への被害発生はありませ

ん。以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第６号番号６番について承認される方、挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 
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全員挙手ですので、議案第６号番号６番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号７番について事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第６号番号７番を朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農振農用地区域内にある農地ですので農振

農用地と判断しますが、不許可の例外「農業振興地域の整備に関

する法律第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定

された用途に供する場合（農地法第４条第６項但し書き）」に該

当し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明願います。 

 

案内図６－７については、前の案件の近くです。 

転用の必要性は、多数の耕作依頼を受けており、カントリーエ

レベーターに持ち込むのに時間もかかるため、自作農地の一部を

造成し、穀物用乾燥倉庫を新築するものです。土地選定理由は、

申請地は、自宅の近くに位置し、作業及び盗難等の維持管理しや

すいため選定しました。土地利用計画は、周囲はＬ型コンクリー

ト立上げ、鉄骨造平屋を建てます。給水・排水は必要ありません。

雨水は、浸透式舗装です。資金計画は、総事業費４，５００万円

を全額金融機関から借り入れで賄うこととし、金融機関の融資証

明書が添付されております。周辺農地への被害防除対策は、水

路・道路・自作地で影響はありません。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第６号番号７番について承認される方、挙手を願います。 

 

  【全員挙手】 

 

全員挙手です。議案第６号番号７番は原案どおり承認されまし

た。 
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続きまして、議案第６号番号８番について事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第６号８番について、朗読して説明する。 

なお、農地区分は、土地改良事業の施行に係る区域内にある農

地ですので、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅で

集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地の選定経過書等

により代替性の確認もとれており、申請の内容は許可基準に適合

しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－８をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人と譲渡人は親子であり、譲受人は、現在アパートに住ん

でおり、子どもの成長に伴い、現在の住居が手狭になったため一

戸建て住宅を建築する計画を致しました。土地の選定理由、申請

地は、実家が所有する土地と今回申請地の実家の農用地しかあり

ません。また、近隣には学校及び大型商業施設があり住環境にも

優れており、通勤・通学・生活等に大変便利で選定しました。土

地利用計画は、一般住宅と２台格納できる車庫を配置する計画で

す。給水・排水は、上水道、公共下水道へ接続します。雨水は、

敷地内自然浸透、資金計画は、総事業費４，０１１万円のうち、

５１万円を自己資金、３，９６０万円を融資にて賄うこととして、

金融機関の残高証明書並びに融資証明書も添付されております。

周辺農地への被害防除対策は、西側道路及び宅地、東側・南側自

作の田・宅地、北側は田、農地との境にはコンクリート土留めを

設置し土砂等の流を防ぎます。日照・通風等の影響は軽微と思わ

れますが、転用に際しては十分注意します。以上の状況でありま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第６号番号８番について承認される方、挙手を願います。 

 

  【全員挙手】 
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全員挙手です。議案第６号番号８番は原案どおり承認されまし

た。 

続きまして、議案第６号番号９番について事務局の説明を求め

ます。 

 

議案第６号番号９番について朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農地の広がりが０．９ｈａで、用途地域に近

接し、その他住宅等市街化が見込まれる区域内にある農地ですの

で、第２種農地と判断し、住宅で集落に接続して設置されるもの

ですので、代替性の確認は不要であり、申請の内容は許可基準に

適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図６－９をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

この申請は、○○○○株式会社が売買により、建売分譲住宅敷

地として転用する案件でございます。申請者○○○○株式会社

は、○○○市に本社を置き、不動産建築業を主な事業とする法人

であります。今回計画している当地は周辺に住宅が立ち並び、適

した土地として、６区画の事業規模の協力が得られたので計画の

実行に至りました。土地の選定理由は、申請地周辺が、全て宅地

化されており、ＪＲ氏家駅から１．３Ｋｍ、国号４号線から０．

３Ｋｍで、大型店舗があり、建売住宅需要が見込めるため選定し

ました。土地利用計画、６区画の建売住宅を計画しました。駐車

場は各区画に２台とします。外周には化粧ブロック積にて土留め

し、近隣地に被害を及ぼさないようにします。取水は、公共上水

道、排水は公共下水道へ接続する計画となっております。雨水は

市道側溝に直接流入とします。また、本申請の一部を分筆し野菜

の作付けを行います。資金計画は、総事業費１０，９３０万円で、

全額自己資金で賄い、金融機関の残高証明書が添付されておりま

す。周辺農地への被害防止対策は、土砂及び雨水が周辺農地に流

出しないように、外周は化粧ブロック積工事を行い、隣接農地へ

の、日照・通風等の影響はありません。以上のような状況であり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 
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 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号９番について承認される方、挙手を願います。 

 

   【全員挙手】 

 

 全員挙手です。議案第６号番号９番は原案どおり承認されまし

た。 

 続きまして、議案第６号番号１０番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１０番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の農地の区域

内にある農地ですので、第１種農地と判断しますが、不許可の例

外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地の選

定経過書等により代替性の確認もとれており、申請の内容は許可

基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図６－１０をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申請人は、使用貸借し、住宅を建築する案件です。土地の選定

理由は、親を扶助するのに最適地で、父の所有地を借り受けるこ

とができることとなったため今回の申請に至りました。土地利用

計画は、住宅１棟、駐車場１台分確保、給水は井戸、排水は合併

浄化槽処理後、敷地北側の氏家土地改良区管理の暗渠排水路に放

流します。氏家土地改良区施設使用承認済です。資金計画は、総

事業費８５０万円のうち、５４９万円を自己資金、３０１万円を

融資にて賄うこととしており、金融機関の残高証明書並びに融資

証明書が添付されております。周辺農地への被害防除対策は、全

面平坦地で、申請地と周囲の土地に高低差はないため、土砂の流

出・崩壊はありません。本日の調査会におきまして申請の内容を

確認したうえで現地調査を行いましたが問題ないと判断してお

ります。以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 
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  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１０番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１０番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１１番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１１番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地ですので第１種農地と判断しますが、不許可

の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地

の選定経過書等により代替性の確認もとれており、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図６－１１でありますが、前の案件の近くになります。 

 転用行為の必要性は、申請者は、○○○市のアパートに妻と子

どもと暮らしており、また、出産を控え子供の成長に伴い持ち家

が必要となりました。土地の選定理由は、親の扶助が出来、子育

て環境に恵まれた土地であり、祖父から土地を借りられることに

なりました。土地利用計画は、住宅１棟、給水は井戸、排水は合

併浄化槽処理後、氏家土地改良区施設に放流します。氏家土地改

良区施設使用承認済です。雨水は、敷地内自然浸透処理。資金計

画は、総事業費１，７９０万円を全額祖父母から借り入れします。

融資証明書が添付されております。周辺農地への被害防除対策

は、東・南側にＬ型擁壁を設置し、土砂の流出を防止します。ま

た、西側宅地、北側畦畔であるため、この転用による周囲の農地

への被害はありません。以上のような状況でございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 
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 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１１番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１１番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１２番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１２番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、区画整理地内ですので第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。また、

所有者が社会医療法人○○○である経緯ですが昭和６０年に職

員宿舎及び駐車場で農地転用許可を取っております。その後所有

権移転のみ行ったようですが、転用の確認は取れず、農地のまま

区画整理事業区域への組み込まれたものと考えられます。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 申請案件は、上阿久津台地土地区画整理事業地内です。申請者

は、○○○○株式会社が売買により、建売分譲敷敷地としての転

用する案件です。○○○○株式会社は、○○○市に本社を置き、

不動産建築業を主に事業とする法人であります。今回、土地所有

者より宅地造成事業の協力が得られたため計画にいたりました。

土地の選定理由は、区画整理事業地内の土地であり、住宅地とし

て最適であり、建売住宅需要が確実に見込める立地のため選定し

ました。土地利用計画は、４区画の建売住宅、駐車場は各区画２

台を確保します。造成計画は、各区画に化粧ブロックを設置し、

隣接地への雨水の流出を防ぎます。造成高は切土を行い道路に合

わせます。給排水は、公共上下水道へ接続します。雨水排水は、

防災調整池が整備済ですので道路側溝に直接放流します。資金計

画は、総事業費７，８８０万円、全額自己資金で賄います。周辺



24 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 議長 

 

１８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

中山 

 

小林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地への被害防除対策は、北側と南側は道路、東側と西側は宅地

となっています。外周部には化粧ブロック積を設置し、周辺への

雨水の流出を防ぎます。一般住宅ですので、南側への日照・通風

等の影響はないと思われます。以上のような状況でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１２番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１２番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１３番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１３番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、区画整理地内ですので第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 申請案件は、上阿久津台地土地区画整理事業地内です。申請人

は、○○○市内の賃貸住宅で妻と子と暮らしておりますが、子ど

もの成長に伴い持ち家が必要となりました。申請地は、公共施設、

商業施設に近接し、インフラが整備されているなど、住環境に恵

まれた土地であると考え選定しました。土地利用計画は、住宅１

棟を建築し、駐車場２台分を確保します。給排水は、公共上下水

道へ接続します。雨水は、敷地内にて浸透処理させます。資金計

画は、総事業費４，２８０万円を全額金融機関からの借入で、金

融機関の融資証明書が添付されております。周辺農地への被害防

除対策は、申請地の北側は道路で、東・西・南側は同じ分譲地内

の平坦地です。この転用により土砂流出の恐れはなく、周囲へ被
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害を及ぼすことはありません。以上のような状況でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１３番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１３番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１４番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１４番を朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地ですので第１種農地と判断しますが、不許可

の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地

の選定経過書等により代替性の確認もとれており、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図６－１４をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 転用行為の必要性と土地選定理由は、親と一緒に農業をしてお

り、申請者の妻が妊娠しており、今後子育てに適した居住環境を

考え、祖母所有の土地を提供してもらえ、また隣接地所有地の一

部も譲っていただけることになり今回の申請に至りました。土地

利用計画は、住宅１棟を建築します。取水は、公共上水道に接続

し、生活雑排水は合併浄化槽処理後、宅地内に浸透処理させます。

半径３０ｍ以内に地下水利用者はございません。雨水は敷地内浸

透させます。資金計画は、総事業費２，６３０万円のうち３０万

円を自己資金、２，６００万円を融資で賄いこととしており、金

融機関の融資証明書並びに領収書が添付されております。周辺農
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地への被害防除対策は、雑排水は合併浄化槽を利用しますので、

農業用排水施設には影響はありません。申請地は平坦地であり、

土砂流出はございません。転用の際しては十分注意しておこない

ます。以上の状況でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

 議案第６号番１４番について承認される方、挙手を願います。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１４番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１５番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１５番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地

の区域にある農地ですので第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「農業用施設」であり、申請の内容は許可基準に適合してい

るものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図６－１５をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申請地は、周囲を畑及び菌床シイタケ栽培施設に囲まれた土地

であります。本申請は、塩野谷農業協同組合が、県の補助事業で

ある「平成２９年度農林・林業再生基盤づくり交付金事業」を活

用して菌床シイタケの簡易空調栽培施設を建設し、申請地の所有

者であり、菌床シイタケの栽培を営む農業者である○○○○○氏

へのリースをするものです。申請地は、平成１２年及び平成１７

年に同事業により建設された菌床しいたけの空調栽培施設があ

り、これらと一体利用ができ、作業コストの削減が図れて適地で

あるとの理由から、今回の申請に至りました。土地利用計画は、
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建築面積１３８．８４㎡の１棟を建築しようとするものです。こ

の事業による取水・排水はございません。雨水は、敷地内浸透さ

せる計画であります。資金計画は、総事業費１０９，０１７千円

のうち、５０，４７１千円を県補助金、５８，５４６千円を自己

資金で賄います。県補助金の交付決定通知書及び金融機関の残高

証明書が添付されております。なお、総事業費のうち、本事業に

係る施設の建設費については、１３，８３４千円となっておりま

す。また、○○氏へのリース料は、年間８５４，２８０円であり

ますが、この事業による売り上げは、年間７００万円の増収を見

込んでおります。周辺農地への影響でございますが、本日の調査

会におきまして申請の内容を確認したうえ現地調査を行いまし

たが問題ないと判断しております。以上のような状況でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１５番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１５番は原案どおり承認さ

れました。 

 続きまして、議案第６号番号１６番について事務局の説明を求

めます。 

 

 議案第６号番号１６番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地ですので第１種農地と判断しますが、不許可

の例外「農業用施設」であり、申請の内容は許可基準に適合して

いるのと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 
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 申請地は、先ほど議案第４号番号３番とおなじです。 

 申請地は、周囲を田、水路及び菌床シイタケ栽培施設に囲まれ

た土地です。本申請は、塩野谷農業協同組合が、県の補助事業で

ある「平成２９年度農林・林業再生基盤づくり交付金事業」を活

用して菌床シイタケの簡易空調栽培施設を建設し、申請地の所有

者であり、菌床シイタケの栽培を営む認定農業者である○○○○

氏へリースするものです。申請地は、既に、○○氏が利用する、

平成１５年、１７年及び平成２１年に同事業により建設された菌

床シイタケ栽培施設があり、これらと一体利用ができ、作業コス

トの削減が図れて適地であるため、今回の申請にいたりました。 

土地利用計画は、建築面積２７２．３２㎡の菌床シイタケ簡易空

調栽培施設４棟を建築するものです。この事業による取水・排水

はございません。雨水は敷地内浸透計画となっております。資金

計画は、総事業費１０９，０１７千円で、５０，４７１千円を県

補助金、５８，５４６千円を自己資金で賄います。県補助金の交

付決定通知書及び金融機関の残高証明書が添付されております。

なお、総事業費のうち、本事業に係る施設の建設費については、

９５，１８３千円となっております。また、○○氏へのリース料

は、年間５，６９４，８４０円でありますが、この事業による○

○氏の売上は、年間４，０００万円の増収を見込んでおります。

周辺農地への影響でございますが、本日の調査会におきまして申

請の内容を確認したうえで現地調査を行いましたが問題ないと

判断しております。以上のような状況でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第６号番号１６番について承認される方、挙手を願いま

す。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号番号１６番は原案どおり承認さ

れました。 

次に、議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」を議
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題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

この議案につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項の規定に基づき市が定める農用地利用集積計画となります。 

平成２９年度第８号公告予定年月日は平成２９年１１月３０

日です。 

計画の内容としては、利用権設定については、再設定１４件、

面積１２７，３４１㎡、新規１０件、面積７３，４２６㎡、うち

農地地中間管理機構への権利設定は６件、面積５５，７９５㎡、

合計２００，７６７㎡です。さくら市全体の賃借の平均額は、１

３，８００円、物納の平均値１１２㎏。氏家地区の賃借の平均額

は、１５，３００円、物納の平均値は８８㎏。喜連川地区の賃借

の平均額は、１１，３００円、物納の平均値は１４９㎏。いずれ

も１反当たりの数字となっております。 

続きまして所有権の移転となります。栃木県農業振興公社への

売渡しが１件となっております。 

（所有権移転分を朗読して説明する。） 

以上です。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 異議なし声以外ありませんので、採決に入ります。 

 議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」承認される

方、挙手を求めます。 

 

  【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号は原案どおり承認されました。 

次に、議案第８号「さくら市農業者年金加入推進員設置要綱に

ついて」を議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

 本案件は、農業者年金制度の普及促進及び未加入者の加入促進

を図るため、農業者年金加入推進員を設置するものであります。 

農業者年金業務については、農業委員会等に関する法律第６条

第１項で、その他の法令に基づく業務として位置付けられてお

り、これまでも農業委員会の義務的業務として実施してまいりま
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したが、組織的な推進活動を進めるとともに報奨金の支給等につ

いて制度化することで、さらなる農業者年金制度への加入推進活

動を促進しようとするものでございます。要綱の内容でございま

すが、第１条及び第２条で、推進員の設置の目的及び活動内容に

ついて謳っております。農業者年金制度の加入促進を図るため、

農業者年金加入推進員を設置し、制度の普及啓発活動や未加入者

宅への個別訪問等を行うこととしております。 

次に、推進員は、第３条で農業委員及び農地利用最適化推進員

をもって充てることとし、第４条で、そのリーダーとなる農業者

年金加入推進部長として、農業委員会会長及び会長職務代理を充

て、加入推進部長を中心に組織的に推進活動を行うものとしてお

ります。 

次に、推進活動についてございますが、第５条で、年間を通じ

て推進活動に努めることとし、第６条の各号に掲げる推進活動を

行ったときは、報奨金を支給することとしております。報奨金に

ついては、第７条で、第６条第１項に規定する年度中に１回以上

の推進活動を行ったときは３，０００円、第６条第２項に規定す

る年度中に１件以上の加入実積を上げたときは、１件につき５，

０００円を支給することとしております。また、第７条による報

奨金の支給を受けようとするときは、別紙様式により会長あて活

動の実施結果について報告を行っていただくこととなります。な

お、施行日は、本日定例総会において承認の上、実施することと

します。以上です。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

   【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

 議案第８条「さくら市農業者年金加入推進員設置要綱の制定に

ついて」を承認される方、挙手を願います。 

  

   【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第８条は原案どおり承認されました。 

 報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」番号１番から６番、報告第２号「農地法第３条の３第１項の

規定による届出書について」番号１番から９番はお目通しを願い
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ます。 

 次の、報告第３号「行政手続法第３６条の３に基づく行政処分

の申し出について」を事務局から報告願います。 

 

 本日お配りいたしました資料「行政処分の申出書」をご覧くだ

さい。平成２９年１０月２５日付けで、○○○○○同盟代表○○

○○氏外１名から、農業委員会あてに行政手続法第３６条の３に

基づく行政処分の申し出がございましたので、報告いたします。

まず初めに、行政手続法についてご説明をさせていただきます。 

 行政手続法は、行政処分や行政指導など、行政が一定の活動を

するに当たって守るべきルールを定めた法律になります。この法

律は、平成２７年４月１日に改正され、国民の権利利益の保護の

さらなる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の

中止等の求め」などの新たな仕組みが設けられたてたところであ

ります。この「処分等の求め」がどのような制度かといいますと、

国民が法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対し、

それを是正するための処分や行政指導を求めることができる仕

組みとなります。この申し出を受け行政機関は、必要な調査を行

い、調査の結果、違反する事実があったときはその処分または行

政指導を行うことになります。以上が行政手続法の概要です。 

 この度の申し出でございますが、○○○市○○の○○地区で畜

産業を営む○○○○に対して、その畜舎等からの排出される悪臭

等の被害を訴える周辺地域住民を中心とした市民団体からの申

し出になります。申し出の内容は、２点ございまして、１点目の

「審査請求に係る処分の内容ついて」ですが、情報公開条例に基

づき過去に○○○○又はその代表である○○○○氏が行った農

地転用許可申請の内容について情報公開請求があったものであ

り、こちらについては既に開示が済んでおりますので、省略させ

ていただきます。 

 ２点目の、行政手続法第３６条の３に基づく法令違反を発見是

正のための処分であります。具体的には、２点ございまして、１

点目は、転用許可を受けて建築した堆肥舎について、転用許可申

請にある建築予定面積と実際に建築されている建物の面積が違

うというもの。２点目は、農地法に違反している、あるいは農業

委員会が行った許可処分に誤りがあったのではないかというこ

とで、是正のための処分を行って欲しいというものでございま

す。本件につきましては、現在、事務局において調査中ではござ

いますが、今後農地法に違反していることが判明した場合には、
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農業委員の皆様におかれましても違反転用の是正に必要な指導

を行っていただくことになりますので、ご協力くださいますよう

お願いいたします。以上です。 

 

本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちまして、さく

ら市農業委員会１１月定例総会を閉会いたします。 

 

                  （午後４時２０分閉会） 


